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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【公表番号】特表2005-534812(P2005-534812A)
【公表日】平成17年11月17日(2005.11.17)
【年通号数】公開・登録公報2005-045
【出願番号】特願2004-526971(P2004-526971)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  28/02     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/14     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  28/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ  28/02    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  14/14    　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ  28/00    　　　Ｂ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成20年12月22日(2008.12.22)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶構造を有する金属材料の表面を被覆する方法であって、該材料はＴｆに等しい融点
および２．５μｍ以下の厚みを有する金属または金属合金の層で第一に被覆され、ここで
、
　第１被覆は、急速加熱手段を使用する熱処理に供して、第１被覆の表面を０．８Ｔｆ～
Ｔｆの間の温度にする、
　第２被覆は、１μｍ以下の厚みを有する金属または金属合金からの堆積である、
ことを特徴とする、方法。
【請求項２】
　第１および第２被覆が、７００℃以下の融点を有することを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　第１および第２被覆が、同一材料から構成されることを特徴とする請求項１または２に
記載の方法。
【請求項４】
　次いで、第２被覆上に透明な鉱物フィルムを堆積することを特徴とする請求項１から３
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　被覆される金属材料が、炭素鋼であることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項６】
　被覆される金属材料が、ステンレス鋼であることを特徴とする請求項１から４のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項７】
　被覆される金属材料が、アルミニウムまたはその合金の１種であることを特徴とする請
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求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　第１被覆が、電着によって製造されることを特徴とする請求項１から７のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項９】
　第１被覆が、物理蒸着法によって製造されることを特徴とする請求項１から７のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１０】
　急速加熱の手段が、赤外線加熱装置であることを特徴とする請求項１から９のいずれか
一項に記載の方法。
【請求項１１】
　急速加熱の手段が、誘導加熱装置であることを特徴とする請求項１から９のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１２】
　急速加熱の手段が、非反応性気体によるプラズマ放電装置であることを特徴とする請求
項１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　急速加熱の手段が、非反応性気体によるイオン衝撃装置であることを特徴とする請求項
１から９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　第２被覆が、電着によって製造されることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項１５】
　第２被覆が、物理蒸着法によって製造されることを特徴とする請求項１から１３のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　透明な鉱物フィルムが、反応性プラズマ補助化学蒸着法によって堆積されることを特徴
とする請求項４から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　第１および／または第２被覆が、錫から構成されることを特徴とする請求項１から１６
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　第１および／または第２被覆が、アルミニウムから構成されることを特徴とする請求項
１から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　鉱物フィルムが、金属酸化物または金属酸化物の混合物から構成されることを特徴とす
る請求項１から１８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　金属酸化物が、オーステナイト系ステンレス鋼、クロム、チタン、ケイ素、亜鉛、錫の
酸化物から選択されることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　金属材料が移動ストリップの形状をしていること、および本方法の種々の工程が、移動
ストリップの経路の上に連続的に配置された設備によって連続的に実施されることを特徴
とする請求項１から２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　ストリップを移動させるための手段およびストリップの経路上に連続的に配置された、
　Ｔｆに等しい融点を有する金属または金属合金の層でストリップを被覆する第１手段、
　前記層の表面を、０．８Ｔｆ～Ｔｆの間の温度にすることができるストリップを急速加
熱する手段、および
　金属または金属合金の層でストリップを被覆する第２手段
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を備えていることを特徴とするストリップ形状の金属材料を被覆するための装置。
【請求項２３】
　金属または金属合金の層で前記ストリップを被覆する第２手段の下方に、透明な鉱物フ
ィルムで前記ストリップを被覆する手段を備えていることを特徴とする請求項２２に記載
の装置。
【請求項２４】
　金属表面の少なくとも１つの面上に三次元視覚効果を有する金属被覆を備え、前記被覆
が金属材料の表面に直接形成されることを特徴とする金属材料。
【請求項２５】
　請求項１から２１のいずれか一項に記載の方法を使用して製造されることを特徴とする
請求項２４に記載の金属材料。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　この目的のために、本発明の主題は、
　結晶構造を有する金属材料の表面を被覆する方法であって、該材料はＴｆに等しい融点
および２．５μｍ以下の厚みを有する金属または金属合金の層で第一に被覆され、ここで
、
　第１被覆は、急速加熱手段を使用する熱処理に供して、第１被覆の表面を０．８Ｔｆ～
Ｔｆの間の温度にする、
　第２被覆は、１μｍ以下の厚みを有する金属または金属合金からの堆積である、
ことを特徴とする、方法である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
　本方法の変形形態によれば、次に、透明な鉱物フィルムが第２被覆上に堆積される。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１３】
　透明な鉱物フィルムは、反応性プラズマ補助化学蒸着法によって堆積され得る。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２３】
　堆積を実施する前に、任意の表面汚染を除去するために、それ自体で知られているやり
方で材料表面が調整される。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　この方法の第１工程は、好ましくは、７００℃以下のオーダーの低い融点Ｔｆを有する
金属元素（例えば、錫またはアルミニウム）または金属合金によって構成される第１被覆
を堆積することである。この被覆は、２．５μｍ以下の厚みを有していなければならない
。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　この方法の第３工程は、第１被覆の材料と同一であることもあり、ないこともある金属
元素または合金から、第２被覆の堆積をすることである。この被覆は、１μｍを超えない
厚みを有しなければならない。これは、第１被覆と同じ方法を用いて製造され得る。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２８】
　好ましくは（しかし、必ずしも必要ではない）、この方法は、第２金属被覆上に透明な
鉱物フィルムを堆積することからなる第４工程を含むことができる。オーステナイト系ス
テンレス鋼、クロム、チタン、ケイ素、亜鉛、錫（非制限的な一覧である）の酸化物およ
びそれらの混合物などの材料が、特に適切である。この透明な鉱物の堆積は、この目的に
適した、公知のどの手段によっても実施され得るものであり、反応性プラズマ補助化学蒸
着法は特に適切である。このフィルムが１μｍ以下の厚みを有する場合は、鉱物フィルム
の干渉効果により、着色被覆が製造され得る。堆積された材料の屈折率に応じて、緑、黄
、青、紫および赤の色がこのやり方で容易に得られる。一般に、この透明フィルムは、こ
の方法の最初の３工程の後で製造される三次元の外観を有する模様に対して、さらに深み
のある外観を与える。
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